
証券コード：3151

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の

一部改定の件

決議事項

第16回

定時株主総会
招集ご通知

2025年6月26日（木曜日）
午前10時
※受付開始は、午前９時を予定しております。

開催
日時

大阪府大阪市中央区本町橋２-31
シティプラザ大阪
２階大宴会場「旬」

（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照
ください。） 今後の状況の変化により、株主総会の運営に大きな変

更が生ずる場合は、当社ウェブサイト（https://www.
vitalksk.co.jp）においてお知らせいたします。
株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総
会前日にあらかじめ当社ウェブサイトをご確認くださ
いますようお願い申しあげます。

株主様へのお願い

開催
場所
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（証券コード 3151）
2025 年 ６ 月 ４ 日

（電子提供措置の開始日2025年６月３日）
株 主 各 位

東京都世田谷区弦巻一丁目１番12号

代表取締役社長 村 井 泰 介
第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第16回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.vitalksk.co.jp/ir/information

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR 情報」を順に選択の上、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合には書面又はインターネットにより議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまし
て、後述の案内に従って2025年６月25日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府大阪市中央区本町橋２−31

シティプラザ大阪 ２階大宴会場「旬」
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第16期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の内容及び連結計算

書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
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決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

4. 議決権行使についてのご案内
（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年６月25日（水曜日）午後５時
30分までに到着するようご返送ください。

（2）インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、後記の「インターネットによるご行

使」をご高覧の上、2025年６月25日（水曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くだ
さい。

（3）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。
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議決権行使方法についてのご案内
下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
事前の議決権行使をいただく場合

当日ご出席いただく場合

行使期限
2025年６月25日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、行使期限まで
に当社株主名簿管理人に到着するよう
ご返送ください。

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申しあげます。

株主総会開催日時 2025年６月26日（木曜日）午前10時株主総会へ出席

重複して行使された議決権の取扱いについて
（1） 書面とインターネット（｢スマート行使」を含む。）等により二重に議決権を行使された場合は、インター

ネット（｢スマート行使」を含む。）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2） インターネット（｢スマート行使」を含む。）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われた

ものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラッ
トフォームにより議決権をご行使いただけます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

■ 議決権行使について ■ その他のご照会
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-652-031 0120-782-031
（9:00～21:00） （平日9:00～17:00）

行使期限
2025年６月25日（水曜日）
午後５時30分行使分まで

同封の議決権行使書用紙の右下「スマ
ートフォン用議決権行使ウェブサイトロ
グインQRコード®」をスマートフォンか
タブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては次頁を
ご覧ください。

「スマート行使」によるご行使

見 本

行使期限
2025年６月25日（水曜日）
午後５時30分行使分まで

にアクセスし、同封の議決権行使書用
紙に記載の議決権行使コード及びパスワ
ードをご利用の上、画面の案内に従っ
て議案に対する賛否をご登録ください。

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁を
ご覧ください。

インターネットによるご行使
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「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使
1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

2 ログインする

3 パスワードを入力する

2 議決権行使ウェブサイトを開く

3 各議案について個別に
指示する

4 全ての会社提案議案について
「賛成」する

見本

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン
」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

「次へすすむ」
をクリック

同封の議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」を
ご入力ください。

パスワード変更画面が出ます
ので、お手元の議決権行使書
用紙に記載された「パスワード」
を入力し、株主様がご使用に
なる「パスワード」を入力いた
だき「登録」をクリック

画面の案内に従って各議案の賛否を
ご入力ください。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み
取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご
入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタン
を押して行使完了！

※ は、株式会社デン
ソーウェーブの登録商標です。議決権行使書

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って
賛否をご登録ください。

クリック

議決権行使コード

パスワード
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１．定款変更の理由
当社では、更なる収益力強化を目指す中で、医療用医薬品卸売以外の事業であるエマー

ジングビジネスの事業拡大や事業内容の多様化に対応するため、第2条に定める目的の追
加を行うものであります。

２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案における定款変更については、本株主総会終結の時をもって効力を生じる

ものといたします。

（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

第２条 本会社は、次の業務を営む会社の株式
を保有することにより、当該会社の経営
管理及びこれに附帯する業務を行うこと
を目的とする。

第２条 本会社は、次の業務を営む会社の株式
を保有することにより、当該会社の経営
管理及びこれに附帯する業務を行うこと
を目的とする。

(１）〜（４７）省略 （１）〜（４７）現行どおり

（新設） (48)健康関連サービスの提供

(48)上記各号に附帯関連する一切の事業 (49)上記各号に附帯関連する一切の事業

２ 本会社は、前項各号の事業を営むこと
ができる。

２ 本会社は、前項各号の事業を営むこと
ができる。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
本株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案に

おいて同じです。）全員（11名）任期満了となりますので、経営体制の効率化のために２名減員
して取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

【ご参考】候補者一覧 社 外 社外取締役候補者 独立役員 証券取引所届出独立役員

候補者
番 号 氏 名 現在の地位 取締役会への

出席状況

1 再 任 男 性
む ら い たいすけ

村井 泰介 代表取締役社長 100％

2 再 任 男 性
いちじょう たけし

一條 武 代表取締役副社長 100％

3 再 任 男 性
い ぐ ち としゆき

井口 順之 取締役 100％

4 再 任 男 性
す ず き みつなお

鈴木 三尚 取締役 100％

5 再 任 男 性
す ず き こういちろう

鈴木 宏一郎 取締役 100％

6 再 任 男 性
き た い さ お

喜多 勇夫 取締役 100％

7 再 任 社 外 独立役員 女 性
お の き き え こ

小野木 喜惠子 取締役 92.3％

8 再 任 社 外 独立役員 男 性
かつら じゅん

桂 淳 取締役 100％

9 再 任 社 外 独立役員 女 性
つ ぎ た ま さ み

継田 雅美 取締役 100％
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候補者番号 1 む ら い たいすけ

村井 泰介（1954年４月１日生）

再 任

取締役就任年数 16年
所有する当社株式の数

109,309株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987 年４月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕

入社
1989 年10月 同社経営企画室長
1990 年６月 同社取締役
1994 年６月 同社常務取締役
1996 年４月 同社営業本部長
1997 年４月 同社専務取締役
2006 年６月 ㈱バイタルネット取締役副社長
2006 年６月 同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当
2009 年４月 当社取締役〔経営企画担当〕

2014 年６月 ㈱バイタルネット代表取締役副社
長
兼執行役員社長補佐兼渉外担当

2014 年６月 ㈱ファイネス取締役（現任）
2015 年６月 ㈱バイタルネット代表取締役（現

任）
2015 年６月 当社代表取締役社長
2017 年６月 当社代表取締役社長〔ＣＥＯ兼Ｃ

ＩＯ〕
2018 年６月 ㈱ケーエスケー取締役（現任）
2019 年６月 当社代表取締役社長〔ＣＥＯ兼Ｃ

ＩＯ兼経営企画担当〕（現任）

重要な兼職の状況
㈱バイタルネット代表取締役
㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役

取締役候補者とした理由
当社設立時からおもに経営企画を担当し、2015年６月より当社の代表取締役社長を務めております。
経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監
督の役割を果たす適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 ２ いちじょう たけし

一條 武（1959年10月16日生）

再 任

取締役就任年数 13年
所有する当社株式の数

111,909株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年４月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕

入社
1997 年４月 同社福島支店長
2002 年10月 ㈱バイタルネット山形営業部長
2006 年７月 同社執行役員宮城営業部長
2009 年７月 同社執行役員営業本部長
2010 年６月 同社取締役
2012 年６月 当社取締役
2012 年７月 当社取締役営業担当〔㈱バイタル

ネット担当〕
2012 年７月 ㈱バイタルネット取締役常務執行

役員
2013 年７月 当社取締役〔営業・仕入担当〕

2015 年６月 ㈱バイタルネット代表取締役社長
（現任）

2015 年６月 当社取締役〔渉外担当〕
2017 年６月 当社取締役〔営業担当〕
2018 年６月 当社取締役〔ＩＲ担当〕
2019 年６月 当社取締役〔営業・仕入担当〕
2020 年６月 当社取締役副社長〔営業・仕入・

渉外担当〕
2021 年６月 当社代表取締役副社長〔営業・仕

入・渉外担当〕
2023 年６月 当社代表取締役副社長〔渉外担当

兼薬局事業担当〕（現任）

重要な兼職の状況
㈱バイタルネット代表取締役社長

取締役候補者とした理由
主要な事業会社である㈱バイタルネットの代表取締役社長を務め、2020年６月より当社の取締役副
社長、2021年６月より当社の代表取締役副社長を務めております。営業部門の責任者として豊富な
経験と高度な見識を有しており、経営の重要事項の決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材
と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号 ３ い ぐ ち としゆき

井口 順之（1968年３月16日生）

再 任

取締役就任年数 4年
所有する当社株式の数

7,232株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990 年４月 ㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入

社
2010 年４月 ㈱ケーエスケー長浜支店長
2017 年７月 同社執行役員 京滋営業部長
2019 年５月 同社執行役員 人事部長
2019 年６月 同社取締役 総務部長兼人事部長
2020 年６月 同社取締役 管理本部長兼人事部

長

2020 年６月 当社執行役員〔法務コンプライア
ンス部長〕

2021 年６月 当社取締役〔ＣＳＲ・総務・人
事・法務コンプライアンス・監査
担当〕（現任）

2025 年 4 月 ㈱ケーエスケー取締役 管理本部
長（現任）

重要な兼職の状況
㈱ケーエスケー取締役

取締役候補者とした理由
主要な事業会社である㈱ケーエスケーにおいて営業・管理部門を経験し、当社においては2021年６
月より取締役を務めております。幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、経営の重要事項の意思
決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 ４ す ず き みつなお

鈴木 三尚（1977年10月17日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

162,271株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2008 年７月 ㈱バイタルネット入社
2010 年７月 ㈱バイタルネット営業開発室長
2013 年７月 同社仙台支店長
2014 年７月 同社宮城営業部長
2015 年７月 同社執行役員 営業本部長兼営業

戦略部長
2016 年６月 同社取締役兼執行役員 営業本部

長兼営業戦略部長
2020 年７月 同社取締役兼常務執行役員 営業

本部長

2022 年７月 当社執行役員 営業・仕入部担当
部長兼ＭＡＰｓ担当部長

2023 年６月 当社取締役〔営業・仕入担当兼Ｍ
ＡＰs担当〕（現任）

2023 年６月 ㈱ほくやく社外取締役（現任）
2023 年６月 ㈱アステム社外取締役（現任）
2023 年６月 ㈱バイタルネット取締役副社長兼

執行役員 営業本部長
2024 年 6 月 同社代表取締役副社長 経営・営

業管掌（現任）

重要な兼職の状況
㈱バイタルネット代表取締役副社長
㈱ほくやく社外取締役
㈱アステム社外取締役

取締役候補者とした理由
主要な事業会社である㈱バイタルネットの代表取締役副社長として同社をけん引しており、2023年
６月より当社の取締役を務めております。㈱バイタルネットにおいて営業部門の責任者を経験し、豊
富な経験と高度な見識を有しており、経営の重要事項の決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な
人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号 ５ す ず き こういちろう

鈴木 宏一郎（1974年11月21日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

1,027,407株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000 年８月 ㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕

入社
2008 年７月 ㈱バイタルネット新潟第二支店長
2011 年７月 同社新潟営業部長
2014 年７月 同社執行役員
2017 年６月 同社取締役兼執行役員 営業本部

副本部長兼営業戦略部長兼新潟担
当

2019 年７月 同社取締役兼執行役員 営業本部
副本部長兼医薬部長兼新潟担当

2020 年７月 同社取締役兼執行役員 営業本部
副本部長兼医薬部長兼関越担当

2022 年７月 同社取締役兼執行役員 営業本部
副本部長兼流通統括部長

2023 年６月 当社取締役〔事業開発担当〕（現
任）

2023 年６月 ㈱バイタルネット取締役兼常務執
行役員 営業本部副本部長兼流通
統括部長

2024 年 6 月 同社取締役兼常務執行役員 営業
本部長（現任）

重要な兼職の状況
㈱バイタルネット取締役

取締役候補者とした理由
主要な事業会社である㈱バイタルネットの営業本部長として同社をけん引しており、2023年６月よ
り当社の取締役を務めております。㈱バイタルネットの営業部門の責任者として豊富な経験と高度な
見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断
し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 ６ き た い さ お

喜多 勇夫（1966年11月15日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

7,432株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989 年４月 ㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀

行〕入行
2017 年４月 ㈱三井住友銀行堺エリア支店長
2019 年５月 当社経理財務部 担当部長
2019 年７月 ㈱ケーエスケー執行役員〔財経担

当〕
2020 年６月 同社取締役 〔財経、債権管理部

担当〕
2021 年６月 同社取締役〔債権管理部、業務改

革推進部担当兼財経、経営企画、
情報システム、関連会社担当〕
（現任）

2021 年７月 当社執行役員 経理財務部担当部
長

2022 年７月 当社執行役員 経理財務部長
2023 年６月 当社取締役〔経理財務担当〕（現

任）

重要な兼職の状況
㈱ケーエスケー取締役

取締役候補者とした理由
大手金融機関での実務経験を有するとともに、当社の主要な事業会社である㈱ケーエスケーにおいて
取締役として経営全般に携わり、2023年６月より当社取締役を務めております。豊富な経験と高度
な知識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断
し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号 ７ お の き き え こ

小野木 喜惠子（1959年４月５日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

0株
2024年度取締役会への出席状況

92.3％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979 年10月 郵政省入省
2005 年４月 宮城県小牛田郵便局副局長
2006 年７月 東北郵政研修所教官
2007 年10月 ㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
2010 年４月 同社山形支店業務部長
2012 年４月 同社盛岡支店長
2014 年10月 同社仙台支店長
2015 年４月 同社仙台サービスセンター所長

2015 年９月 同社執行役仙台事務サービスセン
ター長

2019 年４月 同社常務執行役
2019 年９月 同社常務執行役東京事務サービス

センター長
2020 年４月 日本郵便㈱常務執行役員東北支社

長
2023 年６月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
独立した立場から業務の執行を監督し、一般株主の利益保護の観点を当社の経営に反映することによ
り、当社のガバナンス機能強化等に貢献する人材と判断し、取締役候補者といたしました。地域の生
活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、2023年６月より当社の社外取締役
を務めております。豊富な経験・実績、高い見識を引き続き当社の経営に活かしていただけるものと
期待しております。
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候補者番号 ８ かつら じゅん

桂 淳（1961年１月４日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

0株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983 年４月 ＩＣＩファーマ〔現アストラゼネ

カ㈱〕入社
2000 年１月 同社オンコロジー事業本部長
2005 年１月 同社取締役オンコロジー事業本部

長
2012 年８月 同 社 AstraZeneca Global

Portfolio & Product Strategy
Head（Senior Global
Marketing Director）of
IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締
役

2015 年８月 メルクセローノ㈱〔現メルクバイ
オファーマ㈱〕取締役オンコロジ
ー事業本部長

2018 年１月 オンコロジービジネスコンサルテ
ィング代表（現任）

2018 年５月 ㈱メディカルインキュベータジャ
パン代表取締役社長兼CEO

2021 年３月 ㈱ケアネット社外取締役
2023 年３月 ㈱ＬｉｎＤｏ代表取締役社長（現

任）
2023 年６月 当社取締役（現任）
2024 年３月 ㈱メディカルインキュベータジャ

パン取締役社長兼ＣＥＯ（現任）

重要な兼職の状況
オンコロジービジネスコンサルティング代表
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼ＣＥＯ
㈱ＬｉｎＤｏ代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
独立した立場から業務の執行を監督し、一般株主の利益保護の観点を当社の経営に反映することによ
り、当社のガバナンス機能強化等に貢献する人材と判断し、取締役候補者といたしました。2023年
６月より当社の社外取締役を務め、長年にわたるグローバル製薬企業での取締役としての先進的なガ
バナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を引き続き当社の経営に活かしていただ
けるものと期待しております。
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候補者番号 9 つ ぎ た ま さ み

継田 雅美（1962年12月12日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

0株
2024年度取締役会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985 年５月 臨床検査技師免許取得
1985 年６月 薬剤師免許取得
1987 年４月 新潟市民病院 薬剤部
2006 年４月 日本病院薬剤師会認定 感染制御

専門薬剤師
2007 年７月 新津医療センター病院 薬剤部

部長
2010 年３月 日本化学療法学会認定 抗菌化学

療法認定薬剤師

2014 年３月 新潟薬科大学 博士（薬学）
2016 年４月 新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学

教育研究センター 教授
2020 年１月 ＩＣＤ制度協議会インフェクショ

ンコントロールドクター
2023 年４月 新潟薬科大学 医療技術学部 臨

床検査学科 臨床感染症研究室
教授（現任）

2023 年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
独立した立場から業務の執行を監督し、一般株主の利益保護の観点を当社の経営に反映することによ
り、当社のガバナンス機能強化等に貢献する人材と判断し、取締役候補者といたしました。直接経営
に関与された経験はありませんが、2023年６月より当社の社外取締役を務めており、医療技術学部
教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を引き続き当社の経営
に活かしていただけるものと期待しております。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小野木喜惠子氏、桂淳氏及び継田雅美氏は社外取締役候補者であります。３氏の当社社外取締役就任

期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。なお、当社は、３氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 当社は小野木喜惠子氏、桂淳氏及び継田雅美氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限
定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第１項の最低責任限度額
としております。また、３氏の再任が承認された場合、当社は３氏との間で責任限定契約を継続する
予定であります。

4. 当社は取締役全員(監査等委員である取締役を含む。)を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ
保険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又
は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額当社が負担い
たします。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に
当該保険契約を更新する予定であります。

2025年05月21日 09時31分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 13 ―

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）任期満了となります。つ

きましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案
につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

【ご参考】候補者一覧 社 外 社外取締役候補者 独立役員 証券取引所届出独立役員

候補者
番 号 氏 名 現在の地位

取締役会(上段)・
監査等委員会（下
段)の出席状況

1 新 任 男 性
たかはし きはる

髙橋 喜春 執行役員経営企画部長 ―
―

2 再 任 社 外 独立役員 男 性
にしたに つ よ し

西谷 剛史 取締役監査等委員 100％
100％

3 新 任 社 外 独立役員 女 性
い わ た ま み こ

岩田 摩美子 ― ―
―

候補者番号 1 たかはし き は る

髙橋 喜春（1962年4月4日生）

新 任

取締役就任年数 ―年
所有する当社株式の数

3,755株
2024年度取締役会への出席状況

―％
2024年度監査等委員会への出席状況

―％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986 年 4 月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕

入社
2004 年11月 ㈱バイタルネット財務部長
2008 年 7 月 同社執行役員財務部長
2013 年 7 月 当社経理財務部長

2020 年７月 当社執行役員経理財務部長
2022 年７月 当社執行役員経営企画部長（現任）
2024 年７月 ㈱バイタルネット監査役（現任）

取締役候補者とした理由
当社の執行役員として経理財務部長、経営企画部長を歴任し、主要な事業会社である㈱バイタルネッ
トの監査役として培われた豊富な経験と高度な見識を当社の監査業務に活かして、当社のガバナンス
強化へ貢献することを期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者番号 2 にしたに つ よ し

西谷 剛史（1974年４月29日生）

再 任

取締役就任年数 2年
所有する当社株式の数

0株
2024年度取締役会への出席状況

100％
2024年度監査等委員会への出席状況

100％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999 年４月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ

監査法人〕
2003 年４月 公認会計士登録
2008 年４月 ㈱経営共創基盤入社

2011 年２月 ㈱プライムムーバー代表取締役
2020 年６月 当社監査役
2021 年 1 月 日本ＣＧＡ㈱代表取締役（現任）
2023 年 6 月 当社取締役監査等委員（現任）

重要な兼職の状況
日本ＣＧＡ㈱代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
公認会計士として、財務及び会計に相当程度の知見を有し、当社のガバナンス体制においてその職務
適切に経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。公
認会計士として培われた高い専門性を当社のガバナンス強化に反映していただけるものと期待してお
ります。
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候補者番号 3 いわた ま み こ

岩田 摩美子（1975年８月4日生）

新 任

取締役就任年数 ―年
所有する当社株式の数

0株
2024年度取締役会への出席状況

―％
2024年度監査等委員会への出席状況

―％

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2005 年10月 弁護士登録

フロンティア法律事務所入所
2010 年 7 月 ことぶき総合法律事務所開所
2016 年４月 仙台家庭裁判所 家事調停委員

（現任）
2020 年 4 月 宮城県民共済生活協同組合理事

（現任）

2022 年 3 月 宮城県男女共同参画審議会委員
（現任）

2022 年６月 ㈱デンコードー社外取締役（現任）
2023 年 1 月 フォレストアップ法律事務所開所

（現任）
2023 年 4 月 独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター審査専門委員会委員（現任）

重要な兼職の状況
㈱デンコードー社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
弁護士の実務を通じて培われた豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、監査等
委員である取締役候補者といたしました。弁護士として培われた高い専門性、当社のガバナンス強化
に反映していただけるものと期待しております。
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（注）１．西谷剛史氏は社外取締役候補者であります。当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時を
もって２年となります。なお、当社は、西谷剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

２．岩田摩美子氏は新任の社外取締役候補者であります。なお、当社は、岩田摩美子氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

３．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
４．岩田摩美子氏は弁護士としての専門的な見識を持ち、豊富な実務経験を有することから、職務を適切

に遂行できるものと判断いたしました。
５．当社は取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保

険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額当社が負担いた
します。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当
該保険契約を更新する予定であります。

６. 当社は西谷剛史氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。また、西谷
剛史氏の再任が承認された場合、当社は西谷剛史氏との間で責任限定契約を継続する予定でありま
す。また、岩田摩美子氏の新任が承認された場合、当社は岩田摩美子氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。

７．取締役監査等委員候補者岩田摩美子氏の戸籍上の氏名は、上林摩美子氏であります。
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ご参考 スキルマトリックス
役員の構成（本定時総会終結後の予定）

取締役氏名 役職 企業経営
営業・
マーケ
ティング

事業開発 財務・
会計

人事・
労務／
人材開発

法務・
薬事・
リスク
管理・
コンプラ
イアンス

サステナ
ビリティ

ヘルスケ
ア領域／
ヘルスケ
ア・ネッ
トワーク

ロジス
ティクス

村井 泰介 代表取締役社長 再 任 男 性 ● ● ●

一條 武 代表取締役副社
長 再 任 男 性 ● ●

井口 順之 取締役 再 任 男 性 ● ● ● ●

鈴木 三尚 取締役 再 任 男 性 ● ● ● ●

鈴木 宏一郎 取締役 再 任 男 性 ● ●

喜多 勇夫 取締役 再 任 男 性 ●

小野木 喜惠子 社外取締役
再 任 女 性

社 外 独 立
● ●

桂 淳 社外取締役
再 任 男 性

社 外 独 立
● ● ●

継田 雅美 社外取締役
再 任 女 性

社 外 独 立
● ●

髙橋 喜春 取締役
監査等委員 新 任 男 性 ● ●

西谷 剛史 社外取締役
監査等委員

再 任 男 性

社 外 独 立
● ● ●

岩田 摩美子 社外取締役
監査等委員

新 任 女 性

社 外 独 立
● ●
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第４号議案 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、2023年６月29日開催の第14回

定時株主総会において、①金銭報酬、②業績連動型株式報酬（社外取締役及び非業務執行の取締

役を除く。）及び③業績連動型譲渡制限付株式報酬とすることについて、それぞれご承認いただ

き、このうち、③業績連動型譲渡制限付株式報酬については、各事業年度につき、総数100千株

を上限とし、その譲渡制限付株式に関する報酬として支給する報酬債権の総額を50百万円以内

としてご承認いただき現在に至っております。

なお、現在の支給対象の取締役は８名でありますが、第２号議案が原案どおり承認可決されま

すと、支給対象の取締役は６名となります。

上記の③業績連動型譲渡制限付株式報酬として各対象取締役に交付される具体的な株式数です

が、現在は、以下に記載の計算式に基づき算定され、このうち、各事業年度における業績連動の

比率を決定する係数である「業績支給率」については、以下の表に記載の自己資本利益率に応じ

た比率として固定されています。

＜ご参考：各対象取締役に対する交付株式数の算出方法＞

役位別基礎金額(※１)×業績支給率(※２)÷基準株式価格(※３)

※１ 各対象取締役の役位、職務等に応じ、当社取締役会において決定する。

※２ 各対象期間の自己資本利益率（ＲＯＥ）に応じて、次のとおりとする。
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自己資本利益率（ＲＯＥ） 業績支給率

８％以上 ２００％

７％以上８％未満 １５０％

６％以上７％未満 １２０％

５％以上６％未満 １００％

４％以上５％未満 ５０％

４％未満 ０％

※３ 各対象取締役に対し交付される株式数を決定する当社取締役会決議の日の直前営業日まで
の直近1ヶ月間の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とする。

しかしながら、上記のとおり固定化された数値に基づき交付株式数を支給することは、各事業
年度における業績推移の反映や将来的な事業計画との連動が困難となる場合があります。
そのため、各事業年度における事業計画及び業績水準を適切に反映し、より連動性を高めた制

度として運用することにより、中長期的な視点において「企業価値向上への貢献意欲を従来以上
に高めること」という当初の導入目的であるインセンティブ効果を更に高めるため、業績支給率
については、取締役会において決定する数値としたく、具体的には、上記算出方法（各対象取締
役に対する交付株式数の算出方法）を以下のとおり変更することについて、ご承認をお願いする
ものです。
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（下線部分は変更箇所）
現行 変更案

役位別基礎金額(※１)×業績支給率(※２)÷
基準株式価格(※３)
※１ （省略）
※２ 各対象期間の自己資本利益率（ＲＯ

Ｅ）に応じて、次のとおりとする。
（表略）

※３ （省略）

役位別基礎金額(※１)×業績支給率(※２)÷
基準株式価格(※３)
※１ （現行のとおり）
※２ 各対象期間の自己資本利益率（ＲＯ

Ｅ）に応じて、当社取締役会において決
定する。

※３ （現行のとおり）

なお、当事業年度における業績支給率については、当社の現在の資本コストを下回る水準であ
っても業績支給率が100％に設定されている点を改善し、連結ROEが資本コストを上回る水準か
ら「業績支給率100％」とすることとし、以下に掲げる表のとおりとすることを予定していま
す。

＜改定前（現行）＞ ＜改定後（当事業年度の予定）＞
自己資本利益率（ＲＯＥ） 業績支給率 自己資本利益率（ＲＯＥ） 業績支給率

８％以上 ２００％ 10％以上 ２００％

７％以上８％未満 １５０％ 9％以上10％未満 １５０％

６％以上７％未満 １２０％ ８％以上９％未満 １２０％

５％以上６％未満 １００％ ７％以上８％未満 １００％

４％以上５％未満 ５０％ ６％以上７％未満 ５０％

４％未満 ０％ ６％未満 ０％
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本議案は、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づき、当社の業績・株価水準等を総合的に
勘案しつつ、監査等委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断してお
ります。

以上
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当期のわが国経済は、円安の進行や物価上昇の影響による景気の下振れ懸念があったもの
の、雇用や所得環境の改善が進んだことなどから緩やかに回復し、社会経済活動の動きが活発
になった一方で、国際情勢不安、供給面での制約及び金融資本市場の変動など、依然として不
確実性が高く、景気の先行きは予断を許さない状況にあります。
当社グループの主たる事業が属する医薬品卸売業界においては、2024年４月の薬価改定に

よる医療費削減効果はおよそ1,200億円規模となり、今後も社会保障制度や薬価制度など人々
の生命、健康にかかわる政策・制度の抜本改革へ向けた議論が活発化し薬剤費の抑制政策は継
続されることが予想されます。
このような中、第５次中期経営計画最終年度である当期においては、各種実践課題の総仕上

げと、利益計画の達成を目指すとともに、「長期ビジョン2035：垣根を越えて 薬の先へ
“つなぐ” ことで医療の未来を革新する」の実現に向けてグループ一丸となって取り組んでき
ました。
その結果、下表のとおり、第５次中期経営計画最終年度の利益計画を全て達成することがで

きました。

【最終年度の利益計画と実績】
2025年3月期

計 画 実 績
売上高 590,000百万円 600,370百万円
営業利益 5,500百万円 5,706百万円
経常利益 6,400百万円 6,970百万円
親会社株主に帰属
する当期純利益 6,000百万円 7,308百万円

ＲＯＥ 5.8％ 6.9％

その主な要因は次のとおりです。
当社の主たる事業の医薬品卸売業において、抗がん剤を中心とした新薬創出加算品や各種

ワクチンの販売増に加え、年末のインフルエンザの急速な拡大に伴う検査キットや治療薬の
販売が伸長し、主要事業子会社である㈱バイタルネット（本社：仙台市）、㈱ケーエスケー
（本社：大阪市）の売上拡大に寄与しました。
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利益面においては、前年に計上した大口先の貸倒引当金の戻入益の反動や、国や自治体か
ら受託したコロナワクチン配送収益の剥離、並びに事業投資費等の計上があったものの、先
述の増収効果や、一貫して取り組んできた取引コストを意識した価格交渉によって、営業利
益は増益を確保しました。経常利益については、この営業利益の増益に加え、有価証券の償
還益も計上したことで更なる増益となりました。また政策保有株式の売却を進めた結果、特
別利益に4,238百万円を計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅増益を確
保しました。
以上の結果、当期の業績については、売上高600,370百万円（前年同期比102.2％）、営

業利益5,706百万円（前年同期比102.7％）、経常利益は6,970百万円（前年同期比106.3
％）、親会社株主に帰属する当期純利益7,308百万円（前年同期比125.1％）となりました。
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売上高 564,614百万円
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医薬品卸売事業

売上高構成比

3.3％
売上高 19,552百万円

前年同期比 102.3％
セグメント
利益
251百万円
前年同期比 81.0％

薬局事業
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

医薬品卸売事業においては、薬価改定の影響のほか、前年同期に計上した新型コロナウイルス感染症の治療
薬や検査キット等の販売が減少するなどマイナスの影響はあったものの、先述のインフルエンザの流行による
検査キットや治療薬の販売の伸長に加え、抗がん剤を中心とした新薬創出加算品及び子宮頸がんワクチンや、
10月から接種が開始された新たなコロナワクチン等の販売の伸長が減収分を上回り増収となりました。
利益面においては、繰り返しになりますが、前年に計上した大口先の貸倒引当金の戻入益の反動や、国や自治
体から受託したコロナワクチン配送収益の剥離、並びに事業投資費等の計上があったものの、先述の増収効果
や、一貫して取り組んできた取引コストを意識した価格交渉によって、営業利益は増益になりました。以上の
結果、売上高は564,614百万円（前年同期比102.1％）、セグメント利益（営業利益）は、5,163百万円（前
年同期比105.1％）となりました。

薬局事業においては、受付処方箋枚数は減少したものの、調剤技術料収入及び薬学管理料収入の増大に努め
たことなどにより売上高は伸長しました。一方、利益面においては、薬価改定の影響のほか、処方日数の長期
化などにより減益となりました。その結果、売上高は19,552百万円（前年同期比102.3％）、セグメント利益
（営業利益）は251百万円（前年同期比81.0％）となりました。
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動物用医薬品卸売事業においては、一部商品がメーカー直販になったため商品切り替えのマイナス等の影響
がありましたが、2024年８月のアローメディカル㈱（本社：横浜市）の連結子会社化もあり、売上高は
11,626百万円（前年同期比105.4％）となりました。一方、セグメント利益（営業利益）は仕入価格の上昇
等が影響し、314百万円（前年同期比89.6％）となりました。

その他事業においては、各事業において売上が回復したことなどにより、セグメント損失額も縮小しまし
た。この結果、売上高は4,577百万円（前年同期比102.4％）、セグメント損失（営業損失）は78百万円（前
年同期のセグメント損失は109百万円）となりました。

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度中の設備投資の総額は3,713百万円であり、その主なものはシステム関連

費用であります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。
設備投資のための資金は全額自己資金により充当しました。
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（4）対処すべき課題
社会構造変化が続き、「医療制度改革」、「医師の働き方改革」、「医療のＤＸ化」、「地域医

療構想」などに関わる社会保障制度、薬価制度の改革議論が進む中、今後も毎年の薬価改定
が予定されており、薬剤費の抑制政策は継続されることが予想されます。
これらの外部環境の変化は、特に、当社グループの中核事業である医薬品卸売業の収益環

境に直接的に大きな影響を及ぼすことから、新たな収益源の模索を継続していくことが必須
の課題であると認識しております。これら課題に対処すべく、長期ビジョン及び第6次中期
経営計画「中期経営計画2027 − Move on to the Next Stage −」（以下、当計画と
言います。）の実践課題に注力してまいります。詳しくは当社webサイト
(https://www.vitalksk.co.jp/ir/management/plan2027/)をご参照ください。
当計画では、医療用医薬品市場の低成長下においても効率化を進めて利益を創出し続ける

事業体制を確立するだけでなく、医薬品卸売事業で培った医療機関、自治体、介護業者など
地域のヘルスケアの提供者とのネットワークを有する強みを基盤に、医薬品の販売にとどま
らず、物流サービスや国内における未承認薬導入支援事業など新たな商品・サービスの提供
を通して、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

2025年05月21日 09時31分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



578,805 581,327 587,481 600,370

5,834 5,960
6,557

6,970

4,770 4,831

5,843

7,308 313,033
297,316

317,258
299,426 100,041 100,165

105,940 107,306

■ 売上高
（単位：百万円）

■ 経常利益
（単位：百万円）

■ 親会社株主に帰属
する当期純利益
（単位：百万円）

■ 総資産
（単位：百万円）

■ 純資産
（単位：百万円）

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

― 27 ―

（5）財産及び損益の状況の推移

年 度
区 分

第13期
2021年度

第14期
2022年度

第15期
2023年度

第16期
2024年度

(当連結会計年度)
売 上 高 578,805百万円 581,327百万円 587,481百万円 600,370百万円
経 常 利 益 5,834百万円 5,960百万円 6,557百万円 6,970百万円
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,770百万円 4,831百万円 5,843百万円 7,308百万円

１株当たり当期純利益 87.88円 92.69円 115.03円 149.02円
総 資 産 313,033百万円 297,316百万円 317,258百万円 299,426百万円
純 資 産 100,041百万円 100,165百万円 105,940百万円 107,306百万円
（注） 第15期より、表示方法の変更によりメーカーへの販売情報提供に係る収入を「売上高」に含めており、

第14期以前の業績について、表示方法の変更を反映した遡及処理を行った数値を記載しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

㈱バイタルネット 3,992百万円 100％ 医薬品卸売業
㈱ ケ ー エ ス ケ ー 1,328百万円 100％ 医薬品卸売業

③ 特定完全子会社の状況
イ．特定完全子会社の名称

株式会社バイタルネット
ロ．特定完全子会社の住所

仙台市青葉区大手町１番１号
ハ．特定完全子会社の株式の当事業年度における帳簿価額の合計額

31,659百万円
ニ．当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額

75,182百万円

（7）主要な事業内容（2025年３月31日現在）
① 医薬品卸売事業
② 薬局事業
③ 動物用医薬品卸売事業
④ その他事業

農薬等の卸売業、運送業、介護サービス業、医療機関に対するコンサルティング業、損
害保険代理業、不動産斡旋業、駐車場業等
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（8）主要な拠点等（2025年３月31日現在）

当 社 本 店 東京都世田谷区

㈱バイタルネット

本 社 仙台市青葉区
宮 城 物 流 セ ン タ ー 宮城県黒川郡大和町
山 形 物 流 セ ン タ ー 山形県山形市
新 潟 物 流 セ ン タ ー 新潟市西区
川 口 物 流 セ ン タ ー 埼玉県川口市
青 森 営 業 部 青森県青森市
岩 手 営 業 部 岩手県紫波郡矢巾町
秋 田 営 業 部 秋田県秋田市
宮 城 営 業 部 仙台市泉区
山 形 営 業 部 山形県山形市
福 島 営 業 部 福島県郡山市
新 潟 営 業 部 新潟市西区
北 関 東 営 業 部 栃木県宇都宮市
首 都 圏 営 業 部 東京都世田谷区

㈱ ケ ー エ ス ケ ー

本 社 大阪市中央区
兵 庫 物 流 セ ン タ ー 神戸市西区
大 阪 物 流 セ ン タ ー 堺市美原区
京 都 物 流 セ ン タ ー 京都府宇治市
大 阪 第 一 ・ 第 二 営 業 部 大阪市中央区
兵 庫 第 一 ・ 第 二 営 業 部 神戸市灘区
京 滋 営 業 部 京都市南区
紀 和 営 業 部 和歌山県和歌山市
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（9）企業集団の従業員の状況（2025年３月31日現在）
従業員数 前連結会計年度末比増減
3,756名 51名

（注） 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、嘱託契約の従業員を含む。）
であり、臨時従業員〔1,484名〕は含んでおりません。

（10）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ 七 十 七 銀 行 1,580百万円
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,540百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 1,500百万円
㈱ 三 井 住 友 銀 行 1,300百万円
㈱ み ず ほ 銀 行 700百万円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 230,000,000株
（2）発行済株式の総数 51,902,976株

（注）発行済株式の総数には、自己株式3,523千株を含
んでおります。

（3）株 主 数 4,892名

（4）大株主の状況
株 主 名 持 株 数 持株比率

合 同 会 社 Ｍ Ｈ 4,892千株 10.11％
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 3,875 8.01
㈱日本カストディ銀行（信託口） 1,893 3.91
ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ 1,500 3.10
鈴 木 賢 1,376 2.85
ケ ー エ ス ケ ー 従 業 員 持 株 会 1,281 2.65
（有） ク エ コ 1,187 2.45
鈴 木 宏 一 郎 1,027 2.12
みずほ信託銀行㈱退職給付信託 1,014 2.10
バ イ タ ル ネ ッ ト 従 業 員 持 株 会 908 1.88

（注）1. 当社は3,523千株を自己株式として所有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には株式給付信託導入に際して
設定した㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式104,879株を含んでおりません。

2. みずほ信託銀行㈱退職給付信託名義の株式1,014千株は第一三共㈱が保有する当社株式を退職給付信
託として信託設定したものであり、議決権については第一三共㈱が指図権を留保しております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

村 井 泰 介 代表取締役社長
ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当
㈱バイタルネット代表取締役
㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役

岡 本 総一郎 代表取締役副社長
サステナビリティ推進担当兼コーポレートコミュニケ
ーション担当
㈱ケーエスケー代表取締役社長
㈱バイタルネット取締役

一 條 武 代表取締役副社長 渉外担当兼薬局事業担当
㈱バイタルネット代表取締役社長

井 口 順 之 取 締 役
ＣＳＲ担当兼総務・人事担当兼法務コンプライアンス
兼監査担当
㈱ケーエスケー取締役

鈴 木 三 尚 取 締 役
営業・仕入担当兼ＭＡＰｓ担当
㈱バイタルネット代表取締役副社長
㈱ほくやく社外取締役
㈱アステム社外取締役

鈴 木 宏一郎 取 締 役 事業開発担当
㈱バイタルネット取締役

喜 多 勇 夫 取 締 役 経理財務担当
㈱ケーエスケー取締役

松 井 秀太郎 取 締 役 ㈱ファイネス代表取締役社長

小野木 喜惠子 取 締 役

桂 淳 取 締 役
オンコロジービジネスコンサルティング代表
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼Ｃ
ＥＯ
㈱ＬｉｎＤｏ代表取締役社長

継 田 雅 美 取 締 役 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感
染症研究室 教授
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氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況
西 巻 孝 取締役 監査等委員
高 橋 誠 也 取締役 監査等委員 弁護士

西 谷 剛 史 取締役 監査等委員 公認会計士
日本ＣＧＡ㈱代表取締役

（注）1. 取締役のうち小野木喜惠子氏、桂 淳氏、継田雅美氏、高橋誠也氏及び西谷剛史氏は社外取締役で
あります。

2. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査部門が監査等委員会の事務局として、
情報収集を行うほか、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を
確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

3. 西谷剛史氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 小野木喜惠子氏、桂 淳氏、継田雅美氏、高橋誠也氏及び西谷剛史氏は、東京証券取引所が指定を

義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

（2）責任限定契約の内容の概要
社外取締役との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当

該契約に基づく賠償の責任額は法令が規定する最低責任限度額であります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の一部子会社の取締
役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約に
より保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償
金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が

法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対
象とならないなど、一定の免責事由があります。

（4）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお

ります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてアドバイザリー
ミーティングへ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定

及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、アド
バイザリーミーティングからの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に
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沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容
は次のとおりです。

１．基本方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を

図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役の報酬の決定に際しては各役位や職責、業績等を総合的に判断して決定することを基本
方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、
業績連動報酬（株式報酬）により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務
に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

２.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水

準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし
ております。

３．業績連動報酬等（非金銭報酬等）の内容及び額又はポイント数の算定方法の決定に関す
る方針
業績連動報酬等（非金銭報酬等）は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため

業績指標（ＫＰＩ）を反映した株式給付信託制度（2016年６月29日の当社株主総会にて決
議）を導入し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された
ポイントを付与いたします。対象取締役のポイント数は当社グループを完全に離脱した際ま
で蓄積され、ポイント数に応じた株式を受け取ることとしております。目標となる業績指標
とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて
社外取締役と代表権者で構成するアドバイザリーミーティングの答申を踏まえた見直しを行
うものとしております。
さらに、当社の取締役が株主と同じ目線で中長期的な企業価値の向上を図る動機づけとし

て、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度（2023年６月29日開催の当社株主総会にて決議）
を導入し、当社グループを完全に離脱した後に一括して譲渡制限を解除する譲渡制限株式を
交付いたします。譲渡制限付株式報酬は各数値目標等、交付株式数の具体的な算定にあたり
必要となる業績の達成度合い（前年度の連結ＲＯＥの目標達成度合い等）に連動する指標を
当社取締役会において決定することとしております。業績連動型譲渡制限付株式報酬は業績
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評価期間（１事業年度）終了後の業績評価結果に基づき、定時株主総会の終了後に交付する
こととしております。なお、定時株主総会終了後に対象期間終了後最初に到来する当社定時
株主総会の開催日までの間に任期満了その他当社取締役会が正当と認める事由により当社の
取締役を退任した場合には、業績連動型譲渡制限付株式の交付に代えて、交付株式数の価額
に相当する額の金銭を対象取締役に対して支給いたします。ただし、対象期間中に取締役の
地位を退任した場合又は一定の非違行為があった場合には、業績連動型譲渡制限付株式を交
付しないものとしております。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等（非金銭報酬等）の取締役の個人別の報酬等の額に対す
る割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業

種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報
酬等（非金銭報酬等）のウェイトが高まる構成とし、アドバイザリーミーティングにおいて
検討を行うこととしております。取締役会（取締役会の委任を受けた代表取締役社長）はア
ドバイザリーミーティングの答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
等の内容を決定することとしております。

５．業績連動報酬等（非金銭報酬等）に係る業績指標の内容の決定に関する方針
業績連動報酬等に係る業績指標については、アドバイザリーミーティングにおける検討を

踏まえて、取締役会において決定しております。株式給付信託制度に係る業績指標について
は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的に、連結営業利益としており
ます。また、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る業績指標については、株価変動のメ
リットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲
を従来以上に高めることを目的に連結自己資本利益率（ＲＯＥ）としております。

６．取締役（監査等委員である取締役を含む。）の報酬等についての株主総会の決議に関す
る事項
2023年６月29日開催の第14回定時株主総会において、当社取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の金銭報酬の額を年額220,000,000円以内（うち、社外取締役年額
30,000,000円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定
は取締役会の決議によるものとすることを決議しております（使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
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の員数は11名（うち、社外取締役は３名）であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、
2023年６月29日開催の第14回定時株主総会において、業績連動型株式報酬の額を年額
45,000,000円以内（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役は付与対
象外）、ポイント数は年間50,000ポイント以内（監査等委員である取締役、社外取締役及び
非業務執行取締役は付与対象外）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度
の対象となる取締役の員数は７名であります。さらに、上記金銭報酬及び業績連動型株式報
酬とは別枠で、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会において、当社の取締役（監
査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式に関す
る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を１事業年度につき50,000,000円以内として
設定することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役
の員数は８名です。
また、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会において、当社の監査等委員である

取締役の報酬等の額を年額30,000,000円以内とすること、及び各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと
することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数
は３名であります。

７.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度においては、2024年６月26日開催の取締役会の決議により代表取締役社長兼

ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当村井泰介に取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個
人別の報酬等について具体的な決定を委任しております。代表取締役社長に委任する権限
は、株主総会で定められた報酬総額の範囲内における個人別の固定報酬の額の決定であり、
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであり
ます。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、アドバイザ
リーミーティングの答申内容を最大限尊重することを上記委任の条件としております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内

において、各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定してお
ります。
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（5）取締役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等

取締役（監査等委員である取締
役を除く。）

（うち社外取締役）

12,600
（10,800）

10,800
（10,800）

1,800
（―）

4
（3）

監査等委員である
取締役

（うち社外取締役）

7,200
（7,200）

7,200
（7,200） ― 2

（2）

（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含
まれておりません。

2．業績連動報酬等は信託型株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬であります。業績連動型譲渡制
限付株式報酬について、取締役１名に対し譲渡制限付株式を本定時株主総会の終了後に交付する予定
であり、当事業年度の費用として1,800千円計上しております。なお、 使用人兼務取締役は、各事
業子会社より基本報酬、信託型株式報酬、及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の支給を受けております。

3．信託型株式報酬制度の業績指標である連結営業利益の当事業年度における実績は5,706百万円であり
ます。また、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の業績指標である連結自己資本利益率（ＲＯＥ）の
当事業年度における実績は6.9％であります。
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（6）社外役員に関する事項
① 取締役 小野木 喜惠子
イ．重要な兼職先と当社との関係

取締役小野木喜惠子氏は日本郵便㈱常務執行役員東北支社長を兼務しておりました
が、2025年３月31日で退任しております。なお、同社と当社の間に重要な取引、その
他の関係はありませんでした。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した13回（定時12回 臨時１回）の取締役会のうち、合計12回

（92.3％）出席しております。また、社外役員（社外取締役５名）と代表権者３名で構
成するアドバイザリーミーティングに出席し、それぞれにおいて当業界の経験豊富な経
営者としての視点から、当社の経営に有用な助言、提言を受けております。

② 取締役 桂 淳
イ．重要な兼職先と当社との関係

オンコロジービジネスコンサルティング代表を兼務しており、同社と当社の間に重要
な取引、その他の関係はありません。
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼ＣＥＯを兼務しており、当社は同

社が設立したMIJ BG2 Limited Partnershipへ出資しておりますが、当社と同社の間
には営業上の特別な取引関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断
しております。
㈱ＬｉｎＤｏ代表取締役社長を兼務しており、当社は同社へ資本参加しております

が、当社と同社との間に同社の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催した13回（定時12回 臨時１回）の取締役会のうち、合計13回
（100％）出席しております。また、社外役員（社外取締役５名）と代表権者３名で構
成するアドバイザリーミーティングに出席し、それぞれにおいて当業界の経験豊富な経
営者としての視点から、当社の経営に有用な助言、提言を受けております。

③ 取締役 継田 雅美
イ．重要な兼職先と当社との関係

新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授を務めてお
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り、同大学と当社子会社は商品の取引関係にありますが、その取引額は当社連結の売上
高の１％未満であり、僅少です。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した13回（定時12回 臨時１回）の取締役会のうち、合計13回

（100％）出席しております。また、社外役員（社外取締役５名）と代表権者３名で構
成するアドバイザリーミーティングに出席し、それぞれにおいて当業界の経験豊富な経
営者としての視点から、当社の経営に有用な助言、提言を受けております。

④ 取締役（監査等委員） 高橋 誠也
イ．重要な兼職先と当社との関係

当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円でありま
す。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した13回（定時12回 臨時１回）の取締役会のうち合計13回

（100％）出席しております。当事業年度に開催した７回の監査等委員会のうち合計
７回（100％）出席しております。また、社外役員（社外取締役５名）と代表権者３名
で構成するアドバイザリーミーティングに出席し、それぞれにおいて弁護士としての立
場、見地から適宜必要な発言を行っております。

⑤ 取締役（監査等委員） 西谷 剛史
イ．重要な兼職先と当社との関係

日本ＣＧＡ㈱代表取締役であり、同社と当社の間に重要な取引、その他の関係はあり
ません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した13回（定時12回 臨時１回）の取締役会のうち合計13回（

100％）出席しております。当事業年度に開催した７回の監査等委員会のうち合計７回
（100％）出席しております。また、社外役員（社外取締役５名）と代表権者３名で構
成するアドバイザリーミーティングに出席し、それぞれにおいて公認会計士としての立
場、見地から適宜必要な発言を行っております。

2025年05月21日 09時31分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 40 ―

4. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の額

26百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

② 当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
88百万円

（注）当監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績
の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結
果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、改正

リース会計基準導入に関する助言業務について対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場合、

必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたし
ます。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他
の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるな
ど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解
任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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5. 業務の適正を確保するための体制
当社は、2009年４月１日開催の取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第

100条に基づき、業務の適正を確保するための体制整備に向けた基本方針を決定し、2023年
６月29日開催の取締役会において、一部改訂いたしました。その内容は以下のとおりであり
ます。

当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり当社の業
務の適正を確保するための体制を定め基本方針を次のとおりとします。当社は、この基本方針
に基づく内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基
本方針についても、経営環境の変化等に応じて不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統
制システムの整備に努めます。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 法令等の遵守を経営上の最重要課題と位置付け、「コンプライアンス綱領」を全ての取

締役及び使用人の行動の規範とします。
② 法令等の遵守体制を確保するため、ＣＳＲ（企業の社会的責任）担当の取締役を定め、

かつ同取締役を長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置します。
③ 当社及びグループ会社に所属する者からのコンプライアンス違反行為に関する内部通報

の申告窓口を法務コンプライアンス部とし法務コンプライアンス部は申告者の匿名性を
保持した上で、申告内容をリスク・コンプライアンス委員会に報告します。

④ 監査部による内部監査をグループ全体に対して定期的に実施します。
⑤ 反社会的勢力とは直接・間接を問わず一切の関係を持ちません。不当な要求を受けた場

合には、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書（紙他電磁的記録を保存でき

るあらゆる外部記憶媒体を含みます）に記録し、保存します。
② 取締役の職務執行に係る情報は、取締役及び監査等委員会からの要請に備え、常時文書

を閲覧可能な状態で管理します。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

企業集団のリスクを適切にマネジメントするため、以下の取り組みを行います。
① 重大な法令違反等の信用失墜、災害等に対して「リスク管理規程」に基づき、適切に対
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応します。
② 財務報告及び資産保全に関するリスク管理のために、販売管理規程、経理規程等の社内

規程の運用の徹底を図ります。
③ 担当部門が明らかなその他のリスク管理については、それぞれの部門にてガイドライン

等を作成して社内にその運用の徹底を図ります。
④ 部門横断的なリスク及び担当部門が明らかではないリスクが想定された場合は、速やか

に担当取締役、担当部門を定めます。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会規程を定めると

ともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて随時臨時取締役会を
開催します。

② 組織規程、業務分掌規程により組織の構成と各組織の所掌業務を明確にし、かつ職務権
限規程により各職位の職務権限及び責任を明確にすることにより、効率的な業務執行を
確保します。

③ 社内のコンピュータネットワークを活用した情報伝達により、効率的な業務執行を確保
します。

④ 現行の社内規程を検証し、効率性を高める管理体制を確立します。

（5）当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 企業集団における業務の適正を確保するため、当社及び子会社の全ての役員と従業員が

遵守すべき規範として「コンプライアンス綱領」を定めます。
② 関係会社管理規程及び業務分掌規程により、子会社に関する業務の分担を定め、当該担

当部門が子会社の業務の適正を確保するため統制します。

（6）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、会社は協議の機
会を持つこととします。また、当該使用人が行う補助業務の独立性を確保するため、人事異
動・評価等を行う場合は、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとします。
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（7）当社の企業集団の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委
員会に報告するための体制
① 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を

及ぼす事項を速やかに報告します。
② 報告すべき具体的な事項と報告の方法については、取締役と監査等委員会が協議して決

定します。
③ 内部監査の実施状況については、定期的に監査部から監査等委員会に報告します。
④ 監査等委員会は取締役会を含む会社の重要会議に出席します。
⑤ 企業集団の取締役及び使用人が、監査等委員会への報告を行ったことを理由として不利

益な取り扱いを受けないことを確保します。

（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会と代表取締役は定期的に会合をもち、会社の対処すべき課題、監査等委員

会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深め
ます。

② 監査等委員会は、内部統制システムの整備と運用状況を重点監査項目とします。
③ 監査部は、監査等委員会の業務を補助することができることとします。
④ 監査等委員会の職務を遂行する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うこと

とします。

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
グループ全体の財務報告の信頼性確保及び内部統制報告制度への適切な対応のため、財務

報告に係る内部統制を整備、運用し、その有効性を評価する体制を構築します。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制に関する事項
・リスク・コンプライアンス委員会を２回開催し、主要な事業会社のリスク・コンプライ
アンスに係る報告を行っております。また、その報告内容をＣＳＲ担当役員が取締役会
において報告しております。

・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムを整備・運用し、評価は終了
しております。
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コンプライアンスに関する事項
・グループ全社員（臨時社員を含む）を対象にしたコンプライアンス研修を今期は３回実
施いたしました。

・2022年度からの中期経営計画においてもＣＳＲの推進を掲げており、更なるコンプラ
イアンスの徹底に取り組むことを決定しております。

・監査部が監査計画に基づき内部監査を実施し、その結果を監査担当役員が取締役会に報
告しております。

・反社会的勢力排除に向けた対応として、主要な事業会社では警察当局や関係団体と連携
し、反社会的勢力に関する情報収集を行いました。また、社員の外部研修への参加、ポ
スター掲示による啓蒙活動を行っております。

取締役の職務執行及び情報管理に関する事項
・情報セキュリティーポリシーを制定し、コンプライアンスの徹底とともに情報セキュリ
ティーの確保は重要な施策と位置付け、情報セキュリティーの確保に努めています。

・取締役会等の資料・議事録、稟議書、会計書類その他の業務執行に関する文書について
関連規程に基づき適切に管理保存しております。これらの文書については全ての取締役
が閲覧できることとしております。

・社内規程により取締役会決議事項等の意思決定のルールを明確化しており、2024年度
においては取締役会を13回開催し重要事項の決定を行っております。また経営会議を
12回開催し重要事項の審議等を行っております。

監査等委員に関する事項
・監査等委員は重要な会議への出席のほか、監査部・会計監査人と定期的あるいは随時会
合を行うとともに、代表取締役との定期的あるいは随時会合し面談・情報交換を行って
おります。
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６. 株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、継続的かつ安定的

な配当を行うため、配当方針につきましては単年度の業績変動の影響を受けにくい株主資本配
当率（ＤＯＥ）を採用し「ＤＯＥ２％以上」にしております。
当期の配当金は、既に実施いたしました中間配当金の１株につき21円、期末配当金につき

ましては１株につき普通配当24円とし、年間で１株につき45円とすることに決定いたしまし
た。
次期の配当におきましては、前述の中期経営計画２０２７に基づき、「DOE３％以上」を維

持するため、中間配当金は１株につき34円、期末配当金は１株につき34円とし、年間で１株
につき23円増配の68円とする予定であります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
（注） 1. 本事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

2. 売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額

資産の部
流動資産 187,896
現金及び預金 23,099
受取手形及び売掛金 116,944
棚卸資産 33,253
未収入金 12,025
その他 2,627
貸倒引当金 △55
固定資産 111,529
有形固定資産 49,168
建物及び構築物 18,085
機械装置及び運搬具 448
土地 25,281
リース資産 2,595
建設仮勘定 1,660
その他 1,096

無形固定資産 4,291
のれん 615
ソフトウェア 2,925
その他 749

投資その他の資産 58,070
投資有価証券 45,131
長期貸付金 321
繰延税金資産 361
退職給付に係る資産 9,438
その他 3,413
貸倒引当金 △595

資産合計 299,426

科 目 金 額
負債の部
流動負債 174,880
支払手形及び買掛金 162,492
短期借入金 900
１年内返済予定長期借入金 970
未払法人税等 1,605
賞与引当金 1,696
その他 7,215
固定負債 17,240
長期借入金 4,850
リース債務 979
繰延税金負債 9,611
退職給付に係る負債 876
役員退職慰労引当金 255
役員株式給付引当金 92
株式給付引当金 91
その他 483
負債合計 192,120
純資産の部
株主資本 82,678
資本金 5,000
資本剰余金 5,293
利益剰余金 76,460
自己株式 △4,074
その他の包括利益累計額 23,234
その他有価証券評価差額金 22,624
退職給付に係る調整累計額 609
非支配株主持分 1,393
純資産合計 107,306
負債純資産合計 299,426

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 600,370
売上原価 551,155

売上総利益 49,214
販売費及び一般管理費 43,508

営業利益 5,706
営業外収益
有価証券償還益 239
受取利息及び配当金 737
受取賃貸料 261
持分法による投資利益 25
その他 207 1,471
営業外費用
支払利息 81
賃貸費用 52
投資事業組合運用損 53
その他 19 207

経常利益 6,970
特別利益
固定資産売却益 2
投資有価証券売却益 4,268
その他 6 4,276
特別損失
固定資産売却損 28
減損損失 353
投資有価証券評価損 63
解体費用 64
その他 45 556

税金等調整前当期純利益 10,691
法人税、住民税及び事業税 2,909
法人税等調整額 379 3,288
当期純利益 7,402
非支配株主に帰属する当期純利益 93

親会社株主に帰属する当期純利益 7,308
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

当期首残高 5,000 5,272 71,339 △1,653 79,958

当期変動額

剰余金の配当 △2,187 △2,187

親会社株主に帰属する当期純利益 7,308 7,308

自己株式の取得 △2,505 △2,505

自己株式の処分 20 81 102
株式給付信託による自己株式の
処分 1 1

連結範囲または持分法の適用範囲
の変動 −

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額) −

当期変動額合計 − 20 5,121 △2,421 2,719

当期末残高 5,000 5,293 76,460 △4,074 82,678

その他の包括利益累計額 非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 22,749 1,956 24,705 1,276 105,940

当期変動額

剰余金の配当 − △2,187

親会社株主に帰属する当期純利益 − 7,308

自己株式の取得 − △2,505

自己株式の処分 − 102
株式給付信託による自己株式の
処分 − 1

連結範囲または持分法の適用範囲
の変動 − 28 28

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額) △124 △1,346 △1,470 89 △1,381

当期変動額合計 △124 △1,346 △1,470 117 1,366

当期末残高 22,624 609 23,234 1,393 107,306

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 15社
主要な連結子会社の名称
㈱バイタルネット、㈱ケーエスケー

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

㈱ケーエスアール、㈱ファルレ
連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 １社
主要な会社等の名称 ㈱ファイネス

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
（非連結子会社） ㈱ケーエスアール、㈱ファルレ
（関連会社） ㈱宮城登米広域介護サービス
持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法の適用範囲から除いております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株
式等以外のもの

……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）
なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全
体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。

市場価格のない株
式等

……………移動平均法による原価法

投資事業組合 ……………直近の決算書を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法
②デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………………時価法
③棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）……………………主として定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜50年

②無形固定資産（リース資産を除く）……………………定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。また、

市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後３年以内の見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分
額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
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③役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、一部の連結子会社は内規の改定により役員退職慰労金制度を廃止しており、内規上の経過措置から生じる役員退職慰労

金の要支給額のみを計上しております。
④役員株式給付引当金

役員株式給付規程及び業績連動型譲渡制限付株式報酬規程に基づく役員等への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度
末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑤株式給付引当金
業績連動型譲渡制限付株式報酬規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債

務の見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しておりま

す。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点は以下のとおりであります。
医薬品卸売事業：医薬品及び医療機器等の販売
薬局事業：調剤及び医薬品の販売
動物用医薬品卸売事業：動物用医薬品及び飼料等の販売
これらの商品の販売については、いずれも商品を引き渡した時点にて収益を認識しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間
主として、その効果が発現すると見積られる期間で均等償却しております。
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会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関す
る改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(２)ただ
し書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱
いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
連結の範囲の重要な変更
当連結会計年度より、新たに取得したアローメディカル㈱を連結の範囲に含めております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計医薬品
卸売事業

薬局事業
動物用医薬品
卸売事業

計

医療用医薬品 527,194 ー ー 527,194 ー 527,194

試薬医療機器 32,705 ー ー 32,705 ー 32,705

一般用医薬品他 3,018 249 ー 3,268 ー 3,268

動物用医薬品 ー ー 8,361 8,361 ー 8,361

調剤報酬 ー 19,302 ー 19,302 ー 19,302

その他 1,695 ー 3,264 4,959 4,577 9,537

顧客との契約
から生じる収益

564,614 19,552 11,626 595,792 4,577 600,370

外部顧客への
売上高

564,614 19,552 11,626 595,792 4,577 600,370

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、農薬等の卸売業、介護サービス業、運送業、医療機
関に対するコンサルティング業等を含んでおります。
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２．収益を理解するための基礎となる情報
①医薬品卸売事業

当社及び連結子会社では、医薬品卸売事業において、主として東北地方、新潟県、栃木県、東京都、近畿地方の医療機関及び
薬局に対して、医薬品及び医療機器等の販売を行っております。医薬品及び医療機器等の販売においては、一定の返品実績があ
り、返品されると見込まれる商品について収益を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を計上
しております。また、薬価改定が行われた際には、顧客との取引価格の見直しを行っており、一部の顧客に対しては取引価格決定
前に商品を販売しているため、変動対価が含まれております。

変動対価の見積額は、顧客ごとに過去の実績を加味した最頻値法による方法を用いて算定しております。また、返品されると
見込まれる商品の見積りは、過去の返品実績に基づいて見積もっております。

医薬品及び医療機器等の販売については、取引基本契約を締結後、顧客からの注文を受け、当該商品の出荷・引渡しにより、
顧客に当該商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。

収益の認識から対価を受領するまでの期間は通常1年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要
素の調整は行っておりません。

②薬局事業
当社及び連結子会社では、薬局事業において、主として東北地方及び首都圏で保険薬局事業を行い、調剤及び医薬品の販売を

行っております。取引価格は国が定める調剤報酬や薬価により決定いたします。
調剤及び医薬品の販売については、顧客（患者）からの処方せんを受け、当該医薬品を調剤・引渡しにより、顧客に当該商品

に対する支配が移転し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
収益の認識から対価を受領するまでの期間は通常1年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要

素の調整は行っておりません。

③動物用医薬品卸売事業
当社及び連結子会社では、動物用医薬品卸売事業において、主として東日本において、官公庁・農業共済組合・農場・牧場・

動物病院などに対して、動物用医薬品及び飼料等の販売を行っております。動物医薬品及び飼料等の販売においては、一定の返品
実績があり、返品されると見込まれる商品について収益を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負
債を計上しております。

返品されると見込まれる商品の見積りは、過去の返品実績に基づいて見積もっております。
動物用医薬品及び飼料等の販売については、取引基本契約を締結後、顧客からの注文を受け、当該商品の出荷・引渡しにより、

顧客に当該商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
収益の認識から対価を受領するまでの期間は通常1年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要

素の調整は行っておりません。
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会計上の見積りに関する注記
①のれんの減損

（百万円）
のれん計上額 当連結会計年度

㈱オオノ 540
その他 75
計 615
当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているのれんには、当社の連結子会社が㈱オオノの全株式を2014年7月14日付

で取得したことに伴い生じたのれんが含まれております。
のれんについては、減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候を識別した場合には、のれんの残存償却期間に対応する期間に

おける割引前将来キャッシュ・フローを㈱オオノの取締役会により承認された中期経営計画に基づいて算定し、帳簿価額と比
較して減損損失の認識の要否を判定しています。減損損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しています。なお、当連結会計年度においては、のれんについて減損の兆
候は識別されていません。

中期経営計画については、薬局事業における事業環境や将来の業績見通しの悪化、事業戦略の変化等を考慮しながら策定し
ており、薬価基準及び調剤報酬点数の改定の影響を受ける売上高や粗利率を主要な仮定として算出しております。

当該見積り及び当該仮定について、薬価基準及び調剤報酬点数の改定等の将来の不確実な経済条件の変動により、見積りに
用いた仮定について見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類においてのれんの減損損失を認識する可
能性があります。

②繰延税金資産の回収可能性
（百万円）

当連結会計年度
繰延税金資産 361
繰延税金負債 9,611
繰延税金資産の回収可能性は、当社では将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断

は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の
十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。

収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越
期間における課税所得を見積っております。将来の課税所得は、中期経営計画2027の数値を基に見積っており、中期経営計画
に含まれる売上高、売上総利益率、販売費及び一般管理費の予測が主要な仮定であります。

当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降
の連結計算書類において計上する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

現金及び預金(定期預金) 1,029百万円
建 物 331百万円
土 地 744百万円
投 資 有 価 証 券 3,112百万円

計 5,217百万円
(2) 担保に係る債務

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 23,039百万円
短 期 借 入 金 300百万円

計 23,339百万円
2. 棚卸資産の内訳は以下のとおりであります。

商 品 及 び 製 品 33,247百万円
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 5百万円

計 33,253百万円
3. 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

受 取 手 形 2,444百万円
売 掛 金 114,499百万円

計 116,944百万円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 43,205百万円
5. 保証債務

連結会社以外の会社の仕入債務等に対し、債務保証を行っております。
㈱ケーエスアール（仕入債務） 1百万円
㈱ケーエスアール（リース債務） 2百万円

計 4百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の数に関する事項

当連結会計年度期首株
式数（千株）

当連結会計年度増加株
式数（千株）

当連結会計年度減少株
式数（千株）

当連結会計年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 51,902 ー ー 51,902

合計 51,902 ー ー 51,902

自己株式

普通株式 1,706 2,000 78 3,628

合計 1,706 2,000 78 3,628
（注）1．当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託」制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行が保有する当社株

式 104千株が含まれております。
2.（変動事由の概要）
自己株式数増減の内訳は以下のとおりであります。
取締役会決議に基づく取得による増加 2,000,000 株
単元未満株式の買い取り請求による増加 275 株
業績連動型譲渡制限付株式報酬からの払い出しによる減少 77,065 株
株式給付信託からの払い出しによる減少 1,500 株

2. 配当に関する事項
(1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2024年５月13日
取締役会 普通株式 1,156 23.00 2024年３月31日 2024年６月５日
2024年11月1日
取締役会 普通株式 1,030 21.00 2024年９月30日 2024年12月3日

（注）1．2024年５月13日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託口が保有する当社株式に対する配当金額２百万
円が含まれております。
2．2024年11月1日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託口が保有する当社株式に対する配当金額２百万
円が含まれております。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決 議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
１株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日
2025年５月14日
取締役会 普通株式 1,161 24.00 2025年３月31日 2025年６月5日

（注）2025年５月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託口が保有する当社株式に対する配当金額2百万円が
含まれております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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金融商品に関する注記
1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に医薬品の卸売事業を行うための設備投資計画に照らして、銀行等金融機関からの借入により資金を調

達しております。また、一時的な余剰資金については、ほとんどを短期的な安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、未収入金は、仕入先からの割戻金等
及び収納代行会社に対する未収自動集金残高であり、仕入先及び収納代行会社に対する信用リスクがあるものの、ほとんどが
短期間で決済されるものであり、また、信用リスクが低い取引先となっております。投資有価証券は、主として株式であり、
市場価格のあるものについては、市場価格の変動リスクに晒されております。
仕入債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日となっております。借入金については、主に設備投資に必

要な資金の調達と金融機関との友好な関係維持を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

①顧客の信用リスクの管理
当社グループは、売上債権について、各連結子会社の債権管理部門が債権管理規程に従い顧客の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って
おります。

②投資有価証券の市場リスクの管理
当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理し

ております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ
とがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含まれておりません（(注2)参照）。
また、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期

間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額
(1)投資有価証券

その他有価証券 32,826 32,826 ー
資産計 32,826 32,826 ー

(注1) 金融商品の時価の算定方法
(1)投資有価証券

時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお
ります。

なお、投資有価証券の中には、デリバティブを組込んだ複合金融商品が含まれております。
(注2) 市場価格のない株式等及び組合出資金

市場価格のない株式等及び組合出資金は、「(1)投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※１） 7,346
組合出資金（※２） 4,958
（※１） 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020 年３月

31 日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
（※２） 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021 年６月17

日）第24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:百万円)

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,099 ― ― ―
受取手形及び売掛金 116,944 ― ― ―
未収入金 12,025 ― ― ―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
社債 ― ― 100 300
その他 ― 31 ― 100

合計 152,070 31 100 400
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定対象となる資産又
は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、

時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 32,341 ー ー 32,341

社債 ー 352 ー 352

その他 ー 131 ー 131

資産計 32,341 484 ー 32,826
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式、社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時

価に分類しております。
一方で、当社が保有している社債その他は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ

の時価をレベル2の時価に分類しております。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,193円96銭

（2）１株当たり当期純利益 149円02銭

2025年05月21日 09時31分 $FOLDER; 61ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 61 ―

その他の注記
1.従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、2016年５月12日開催の取締役会において、対象役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board
Benefit Trust））」（以下、「本制度」という。）を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2016年６月29日開催
の第７回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議し、本株主総会において本制度の導入に関する議案が決議されまし
た。
当社は、対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら

ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを
目的として2016年10月17日に本制度を導入いたしました。

(1）取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び本制度の対象とな

る当社の主要なグループ会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当
の金銭が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原
則として対象役員の退任時といたします。

(2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上して

おります。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、110百万円及び104,879株であります。

(3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。

2.業績連動型譲渡制限付株式報酬制度
当社は、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。（以下、対象取締役という。））及び部長クラスの従業員並び

に当社の主たる子会社の取締役（社外取締役を除く。）及び部長・支店長クラスの従業員を対象として、当社の取締役と同じベク
トルで自己資本利益率（ROE）を強く意識することで、株主の皆様と同じ目線で、より一層、持続的な企業価値の向上を目指すこ
とを目的として「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」（以下、「本制度」という。）を導入いたしました。

(1)業績連動型譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対して、各事業年度を業績評価期間（以下、「対象期間」という。）として、当該対象期間における当社取

締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて、業績連動型譲渡制限付株式を交付するための金銭報酬債権を支給し、
各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受ける
こととしております。したがって、対象期間の開始時点では、各対象取締役に対して、これを支給するか否か、支給する業績連動
型譲渡制限付株式を交付するための金銭報酬債権の額及び交付する業績連動型譲渡制限付株式の数（以下、「交付株式数」といい
ます。）は確定しておりません。
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また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が上記の現物出資に同意していること及び対象役員及び部長クラスの従業員が下記（5）
に定める内容を含む業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給いたします。
初回の対象期間は、第15期事業年度（2023年４月１日〜2024年３月31日）であり、以後、各事業年度を新たな対象期間とし

て業績連動型譲渡制限付株式の割当てを行うことができるものといたします。

(2)業績連動型譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数100,000株を、各対象期間において割り当てる業績連動型譲渡

制限付株式の数の上限とします。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた

場合その他これらの場合に準じて割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該業績連動型譲渡
制限付株式の総数を合理的に調整することといたします。

(3)交付株式数の算定方法
業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し使用する各数値目標等、交付株式数の具体的な算定にあたり必要となる指標を当社取

締役会において決定いたします。
具体的な算定においては、以下の計算式に基づき、各対象取締役に対する交付株式数を算定いたします。（ただし、１株未満の

端数が生じた場合には切り上げる。）。
各対象取締役に対して以下の計算式に基づき算定される交付株式数の業績連動型譲渡制限付株式の割当てを行うことにより、上

記の対象取締役に割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数を超える場合又は支給する金銭報酬債権の総額を超える場合には、
当該総数及び総額を超えない範囲で、各対象取締役に割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の数及び金銭報酬債権の額を、按分比
例等の当社取締役会において定める合理的な方法により調整するものといたします。

＜各対象取締役に対する交付株式数の算出方法＞
役位別基礎金額（※１）×業績支給率（※２）÷基準株式価格（※３）

※１各対象取締役の役位、職務等に応じ、当社取締役会において決定いたします。
※２各対象期間の自己資本利益率（ＲＯＥ）に応じて、次のとおりといたします。
自己資本利益率（ＲＯＥ） 業績支給率
８％以上 200％
７％以上８％未満 150％
６％以上７％未満 120％
５％以上６％未満 100％
４％以上５％未満 50％
４％未満 ０％
※３各対象取締役に対し交付される株式数を決定する当社取締役会決議の日の直前営業日までの直近１ヶ月間の東京証券取引所
における当社普通株式の終値の単純平均値といたします。
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(4)交付要件
対象期間が終了し、以下の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部

を現物出資させることで各対象取締役に業績連動型譲渡制限付株式を交付するものといたします。
なお、業績連動型譲渡制限付株式の交付は、当社による新株式発行又は自己株式の処分の方法により行われ、その払込金額は業

績連動型譲渡制限付株式の割当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日までの直近１ヶ月間の東京証券取引所における当社普通
株式の終値の単純平均値といたします。
① 対象期間終了後最初に到来する当社定時株主総会の開催日までの期間、対象取締役が継続して当社の取締役の地位にあった

こと
② 当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③ 当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件を充足すること
なお、上記①にかかわらず、対象期間終了後最初に到来する当社定時株主総会の開催日までの間に任期満了その他当社取締役会

が正当と認める事由により当社の取締役を退任した場合には、業績連動型譲渡制限付株式の交付に代えて、交付株式数の価額に相
当する額の金銭を対象取締役に対して支給いたします。ただし、対象期間中に取締役の地位を退任した場合又は一定の非違行為が
あった場合には、業績連動型譲渡制限付株式を交付しないものといたします。
また、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再

編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会）で承認された場合、当該対象期間に係る業績連動型譲渡制限付株式を交付しないものといたします。

(5)業績連動型譲渡制限付株式割当契約の内容
業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受ける対

象取締役との間で締結する業績連動型譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものといたします。
①譲渡制限の内容
業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、業績連動型譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締

役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間（以下、「譲渡制限期間」といいます。）、当該対象取締
役に割り当てられた業績連動型譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」といいます。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、
譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないことといたします（以下、「譲渡制限」といいま
す。）。

②業績連動型譲渡制限付株式の無償取得
当社は、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいず

れの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得
いたします。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限

が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
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③譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限期間が満了した時点をもって、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当該時点において保

有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。

④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の

組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において
は、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限
る。以下、「組織再編等承認時」といいます。）であって、かつ当該組織再編等に伴い業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けた
対象取締役が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、本
割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されて

いない本割当株式を当然に無償で取得いたします。

（ご参考）
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の業績連動型譲渡制限付株式と同様の業績連動型譲渡制限付株式を、当社の取締役のほ

かに、当社の執行役員及び一定の従業員並びに主たる子会社の取締役、執行役員及び一定の従業員に対し、割り当てる予定です。

3.記載金額の表示
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2025年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産 22,216
現金及び預金 7,826
売掛金 13,864
前払費用 64
未収入金 460
その他 0

固定資産 52,966
有形固定資産 603
建物 1
機械装置 8
器具備品 69
リース資産 523

無形固定資産 2,873
ソフトウェア 2,436
ソフトウェア仮勘定 301
リース資産 135
その他 0

投資その他の資産 49,489
投資有価証券 1,258
関係会社株式 48,205
繰延税金資産 21
その他 3

資産合計 75,182

科 目 金 額
負債の部
流動負債 15,922
買掛金 13,808
リース債務 263
未払金 791
未払法人税等 35
賞与引当金 29
1年内返済予定の長期借入
金 970
その他 24

固定負債 5,033
長期借入金 4,850
リース債務 159
役員株式給付引当金 6
その他 17

負債合計 20,956
純資産の部
株主資本 54,226
資本金 5,000
資本剰余金 32,970
資本準備金 1,250
その他資本剰余金 31,720

利益剰余金 20,331
その他利益剰余金 20,331
繰越利益剰余金 20,331

自己株式 △4,074
評価・換算差額等 △0
その他有価証券評価差額金 △0

純資産合計 54,226
負債及び純資産合計 75,182

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
営業収益
関係会社受取配当金 6,875
関係会社経営指導料 590
関係会社業務受託料 198
関係会社受入手数料 51 7,715
営業費用
一般管理費 975 975
営業利益 6,740

営業外収益
受取利息 9
その他 0 10
営業外費用
支払利息 33
投資事業組合運用損 41
その他 0 74
経常利益 6,675
特別損失
投資有価証券評価損 56
その他 0 56
税引前当期純利益 6,619
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等調整額 △0 1
当期純利益 6,617

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本剰余金 資本剰余金合計

その他
利益剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 5,000 1,250 31,699 32,949 15,901
当期変動額
剰余金の配当 − △2,187
当期純利益 − 6,617
自己株式の取得 −
自己株式の処分 20 20
株主資本以外の項目の当期変動額
（純額） −

当期変動額合計 − − 20 20 4,429
当期末残高 5,000 1,250 31,720 32,970 20,331

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価

証券評価差額金
評価・換算
差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 15,901 △1,653 52,198 △0 △0 52,197
当期変動額
剰余金の配当 △2,187 △2,187 − △2,187
当期純利益 6,617 6,617 − 6,617
自己株式の取得 − △2,505 △2,505 − △2,505
自己株式の処分 − 83 103 − 103
株主資本以外の項目の当期変動額
（純額） − − 0 0 0

当期変動額合計 4,429 △2,421 2,028 0 0 2,028
当期末残高 20,331 △4,074 54,226 △0 △0 54,226
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式…………………移動平均法による原価法
② そ の 他 有 価 証 券

市場価格のない株式等以外
のもの

…………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………………移動平均法による原価法
投資事業組合 …………………直近の決算書を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）………………………主として定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 15年
機械装置 17年
器具備品 ４〜15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）………………………定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リ ー ス 資 産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき

計上しております。
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4. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金になります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託

業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用
を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。

会計方針の変更に関する注記
連結計算書類の会計方針の変更に関する注記において、同一の内容が記載されているため記載を省略しております。

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「4. 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

貸借対照表に関する注記
1． 有形固定資産の減価償却累計額 2,112百万円
2． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 14,099百万円
短期金銭債務 382百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 7,710百万円
営業費用 △2,346 百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度における自己株式の種類及び株式数

普通株式 3,628,047株
（注）当事業年度の自己株式数には、株式給付信託口が保有する当社株式 104,879株が含まれております。
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税効果会計に関する注記
1． 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 9百万円
関係会社株式 372百万円
その他 88百万円

繰延税金資産小計 470百万円
評価性引当額 △447百万円
繰延税金資産合計 21百万円

繰延税金負債
投資有価証券評価益 △0百万円

繰延税金負債合計 △0百万円
繰延税金資産（負債）の純額 21百万円

2025年05月21日 09時31分 $FOLDER; 71ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 71 ―

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等
の名称

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(注1) 科目 期末残高

子会社 ㈱バイタルネット 所有
直接100.0％

当社より医薬品を
仕入

医薬品の販売(注2) 23,671 売掛金 6,904

手数料
(注2）

25 売掛金 2

未払金
（割戻金）

66

役員の兼任 経営指導料の受取
(注3）

25 売掛金 25

当社の買掛金に対
する担保提供(注4)

1,032

システム利用料
(注5)

1,068 未収入金 107

㈱ケーエスケー 所有
直接100.0％

当社より医薬品を
仕入

医薬品の販売(注2) 24,021 売掛金 6,932

手数料
(注2)

25 売掛金 2

未払金
（割戻金）

159

役員の兼任 経営指導料の受取
(注3）

295 売掛金 25

当社の買掛金に対
する担保提供(注4)

785

システム利用料
(注5)

1,281 未収入金 126

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まず表示しております。
2. 価格その他の条件は、仕入先から仕入れた価格に、交渉の上決定した一定の料率を乗じた価格によっております。手数料の

金額は、当該購買代行業務による販売手数料であり営業収益に計上しております。
3. 経営指導料については、毎期交渉の上決定しております。
4. 当社の買掛金に対して、投資有価証券の担保を受けております。
5. 子会社が使用している有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費と、それに付随する電算費を利用料として請求しており

ます。
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１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,123円29銭

(2) １株当たり当期純利益 134円93銭

その他の注記
1.従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
連結計算書類のその他の注記において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。

2.業績連動型譲渡制限付株式報酬制度
連結計算書類のその他の注記において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。

3.記載金額の表示
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

202５年５月９日
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

取 締 役 会 御 中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

仙 台 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 後藤 英俊
指定有限責任社員 公認会計士 福士 直和業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスの2024年4月1日から

2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社バイ
タルケーエスケー・ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結
計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性
に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月９日
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
取 締 役 会 御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 後藤 英俊
指定有限責任社員 公認会計士 福士 直和業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスの2024年4月1日か
ら2025年3月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその
他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項
を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行
について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、監査等委員会事務局及び会社の内部統制部門
と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制
の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を
含め、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月12日
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 監査等委員会

監査等委員 西 巻 孝 ㊞
監査等委員 高 橋 誠 也 ㊞
監査等委員 西 谷 剛 史 ㊞

（注） 監査等委員高橋誠也及び西谷剛史は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役
であります。

以上
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デザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内図
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会場

交通

〒540-0029 大阪府大阪市中央区
本町橋２-31
シティプラザ大阪
２階大宴会場「旬」

電話 06-6947-7888

地下鉄堺筋線・中央線堺筋本町駅
１号出口から徒歩約８分
12号出口から徒歩約６分
※駐車場のご用意はいたしておりませんので、

お 車 で の ご 来 場 は ご 遠 慮 く だ さ い ま す よ う
お願い申しあげます。

ローソン 至 仙台駅

至 仙台西道路

至 青葉山

宮城県医師会館

大町西公園駅
地下鉄東西線西出口

１

広瀬通

青葉通

南町通

晩
翠
通

エネオス仙台法務
総合庁舎

メルセデス・ベンツ
仙台青葉西公園

㈱バイタルネット本社

会場

交通

〒980-8581 宮城県仙台市青葉区大手町1-1
株式会社バイタルネット本社 ２階大会議室

電話 022-266-3678 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 西出口１より徒歩２分

仙台中継会場のご案内

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申しあげます。

仙台中継会場は株主総会の会場ではございません。
大阪の定時株主総会会場の模様を映像でご覧いただけます。
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